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A review of the literature shows the trend of future studies on the system of inter-professional 
work. Recently, professions have been active in various fields. On the other hand, as with 
“professional dominance”, it has also been argued that the professional system is exclusive. In 
the process of systematization, this system needed exclusive work; accordingly, professions 
got their “meaning （semantics）” in society. Therefore it can be expected that the system of 
inter-professional work will bring openness for professions. However, also the systematiza-
tion of inter-professional work also tends to exclude differences for being unified, as with 
groupthink. Therefore, future studies need to discuss how to treat diversity for the activation 
of openness. Additionally, the study needs to focus on interactions of inter-professional work, 
and we must not treat it as an all-powerful tool.

Ⅰ．はじめに

1． 問題の所在
本研究では、専門職間連携の開放性の機能化

という視点から、今後の連携研究の方向性を考
察する。その際、専門職システムが有する閉鎖
性に焦点を当てる。まずは主題にある専門職間
連携を「対人援助において一定の責任を負う複
数の機関・職種が共に活動することにより、何
らかの困難な状況を抱える人（たち）を援助す
るためのシステム」（実方 2014）と操作的に定
義しておく。

専門職間連携は、従来の対人援助サービスの
供給体制は分断かつ重複する傾向にあり、その
統合が模索される中で連携が強調されるに至っ
た。1970年代、日本は経済成長を続ける中、少
子高齢化社会に突入した。産業構造の変化や伝

統的な地縁社会の解体、家族形態の変化などに
より福祉ニーズの普遍化への対応が必要となる。
そうして、高度経済成長期は終焉を迎えた。財
政再建が急務の課題となる中、1980年代に入る
と社会福祉や社会保障の制度再編の必要に迫ら
れた。まずは高齢者医療費の抑制策としての在
宅医療・地域医療推進から医療・保健・福祉の
連携が強調されるようになったといわれる（久
保 2000；川島 2011）。また、「地域福祉」概念
の登場に代表されるように、人間の属性（「高
齢者」、「障害者」、等）から福祉を定義する従
来のアプローチの限界も明らかになった。境界
を区切ることで対象の限定化は図れるが、一方
で、境界間の狭間や重なり合いを扱うことは難
しい。つまり、社会福祉「内」の連携の必要性
も明らかとなった。このように、社会からの要
請や福祉「内」の課題が明らかになる中で、連
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携が求められるようになったと考えられる。
児童福祉領域で活用される要保護児童地域対

策協議会や介護保険制度下の地域包括ケアシス
テム、チーム医療様式の保険診療制度への組み
込み、等のように連携はこれまでに制度として
構造化されてきた。ただし、必要性から強調さ
れるに至った専門職間連携は、決まり文句のよ
うな定型化が先行している印象も受ける。その
ため、本研究では連携の機能化に関する議論を
活性化させるために、その検討材料を提供する
試みを行うこととした。

2．研究方法
山中（2003）は、クライエントにとっての連

携の有効性には、多様なニーズの実現可能性の
担保、密室化により生じ得る支配関係の緩和、
援助利用過程の煩雑さの緩和、等があると述べ
た。これを踏まえ、本研究では、連携が有する
機能としての開放性に着目した。この開放性に
焦点を当てるために、専門職システムの閉鎖的
な性質を取り上げ、その打開策としての連携に
ついて考察する。用いる手法は、文献研究であ
る。システムが持たざるを得ない排他性に着目
し、先行研究レビューにより専門職の特性を整
理し、批判されてきたその閉鎖性を示す。専門
職にとって専門職間連携は開放性をもたらし得
る一方、システム化に伴い、連携システム自体
が排他性をも内包することになる。この排他性
への対処という課題を整理しつつ、専門職間連
携研究の展望を示す。

Ⅱ．専門職とは

1．専門職の定義
専門職 （profession ; professional） とは、「学

識（科学または高度の知識）に裏付けられ、そ
れ自身一定の基礎理論をもった特殊な技能を、
特殊な教育または訓練によって習得し、それに
基づいて、不特定多数の市民の中から任意に呈

示された個々の依頼者の具体的要求に応じて、
具体的奉仕活動をおこない、よって社会全体の
利益のために尽くす職業」（石村 1969：25-26）
をいう。専門職の定義は、①専門的な知識や技
術を有する、②自律性を有する、③専門性に独
占的な権限が伴う、④独自の倫理綱領を備えて
いる、⑤専門職業団体が存在する、といった点
で研究者間の合意が得られているという（白石 
2000）。加えて、⑥実際に意味があり、鍵とな
る、社会にとって有益なものとして定着した社
会的価値を発信する任務を負う、⑦クライエン
トの福祉と専門的職業への貢献を志向する実践
者である、⑧知識の習得には、大学教育を基礎
とした専門職文化や信条を身につけるための長
いトレーニング期間が必要となる、といった点
で他の職業と区別される（Ritzer 2005：603）。

産業化以前のヨーロッパ社会では、聖職者、
法律家、医師、陸・海軍将校などを専門職と呼
んでいたが（森岡ら 1993：901-902）、現在では
より多くの専門職が誕生している。専門職の定
義に関する議論は、当初、他の職業と区別され
る特徴や特色の様式に焦点化され（石村 1969；
Ritzer 2005）、専門職であるか否かの境界線に
ついて当為（Sollen）を起点に論じることが多
かった。石村（1969：19）は「定義者は、プロ
フェッションの定義という作業の中で、ある職
種はプロフェッションであり、ある職種はプロ
フェッションではないという評価あるいは決定
を、意識的にまたは無意識的に行っている」と
指摘した。しかし、ある評価項目の評価点は高
く、別の項目の評価は低い、といったこともあ
る。専門職か否かという二元論には限界もある
ため、専門職の線引きはあくまでも相対的であ
り、明確な境界はないという考え方も示されて
いる（石村 1969 等）。また、半（semi）あるい
は擬似（quasi）とする分類や（森岡ら 1993：
900）、非常に緩い定義を採用することで、専門
職を固定的に捉ることを避ける立場も登場して
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いる（丸山 2008）。
この他に、窪田（2013）は援助専門職につい

て述べる際、その責任を強調している。その中
で対人援助職が負う責任とは、①援助関係の質
を定める第一の責任は援助者側にある、②専門
的知識や情報を高めるための条件を整え、絶え
ずそれを実行していること、③援助過程に私的
な利害を侵入させないこと、④社会的に承認さ
れている範囲を超えてクライエントの生活に侵
入してはならない、の 4 点として整理された。

2．専門化の進展
近代化に伴い、専門化は不可避的に進行し、技

術進歩、産業活動の世界化、高度化が顕著になる
と職業の専門化はいっそう進む（森岡ら 1993：
900）。専門化とは、「最も一般的な意味におい
ては、社会から割り当てられる個々の役割が高
度に限定的になっていく傾向」（森岡ら 1993：
900）をいう。専門化は、分業化の進展から始
まる。分業により、標準化、専門化、単純化を
進め、能率をはかることで、組織のメンバーお
よび各部門は単純な仕事に専念できる組織形態
が可能となる（市橋 1978）。こうした成果の拡
大の観点から分業化の進展を論じる立場もあれ
ば、Émile Durkheimのように、隔絶されてき
た個々人の接近が可能となったために分業は拡
大したという見方もある（Durkheim＝1989）。
産業化の展開の過程を通じて多様な組織体が形
成され大規模化されたが、専門職サービスへの
需要の増大は少なからず、こうした組織体より
生じたといわれる（長尾 1980）。

一人の人間に扱える情報量は限られる。いわ
ば専門化は知的能力の分業化といえるが（大澤
ら 2012：810）、単なる分業化との違いは、専門
化の場合は構造分化が機能分化を伴う点、およ
び役割遂行のためにはそのための訓練が必要と
されることを強調する傾向が強い点が挙げられ
る（森岡ら 1993：900）。専門化を進める中で

培われた知識は、専門知（expert knowledge；
expertise）と呼ばれる。専門職の資格を認証し
たり、知識の妥当性を検証する場を設けるなど、
知の品質保証の回路が用意されていることが多
い（大澤ら 2012：810）。ただし、専門知の中
核をなす専門性は抽象的な存在である。直接観
察されえない以上、その担い手たる専門職を通
じてしか分析できないが、そもそも観察できな
いので、専門職はあくまでも専門性を持ってい
ると認識される主体に留まる（岡山 2012）。そ
のため、岡山（2012）は、専門性とは、専門性
と専門職を「優れた能力」という媒介項で結び
つけて分析する、いわば近似的理解に過ぎない
と指摘した。実際、我々が専門性として考える
高度な能力やスキルは、様々な考え方や能力が
複雑に組み合わさったものであり、それを直接
捉えることができると想定する方が無理である

（岡山 2012）。したがって、専門職とは、単純に
専門性を持つ主体と定義して済ませるわけには
いかず、あくまでその主体が専門性を持ってい
るはずだという認識に基づいているというほか
ないといえる（岡山 2012）。

Ⅲ．専門職システムの功罪

1．専門職のシステム化
以上より、岡山（2012）は新たに専門職が生

み出される過程は、専門性の現実世界における
認知的側面があらわれると指摘した。つまり、
専門職は人々の認識の変容とともに社会に位置
付けられた。Anthony Giddensは、私は自宅で
ただくつろいでいる時でも、私が依拠する専門
職システムに組み込まれていると表現した（Gid-
dens=1993）。専門職システムとは、私たちが暮
らす日常の物質的、社会的環境の広大な領域を
体系づける、科学技術上の成果や職業上の専門
知の体系である（Giddens=1993）。

ここで、簡単にシステム概念について確認し
ておきたい。システムとはある程度の構造を持
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ち、環境から境界によって分けられている一組
の単位である （Rogers et al.=1985）。一般シス
テム理論は、認識枠組みを独立させてそれ自体
として深めたことで、広範な認識対象に応用で
きるようにした (西山1999)、記述力に長けた理
論である。一方、システムがかかわりを持つが、
それとは区別される外界のことを、環境（外部
環境、または場）と呼ぶ。システムは環境との
相互作用により、自らを組織化している。こう
したシステムと環境との相互作用をより重視し
たのがNiklas Luhmannであった。

Luhmann （=2007） によれば、システムは環
境内で起こるあらゆる事態に応じてシステム独
自の状態を確立する、あるいはそうした事態に
抗してシステム自身の作動を保持できるだけの
処理容量を持っていない。そのため、扱いきれ
ない複雑性を束ねてひとまとめにする、もし
くは無視するといった何らかの対処が必要と
なる （Luhmann=2007）。この対処をLuhmann 

（=2007） は、「複雑性の縮減」と呼んだ。Luh-
mann （=1990） は世界は現実化され得る以上の
多くの可能性を許容していると述べているが、
こうした実現するかもしれない多様な可能性の
ことを複雑性という。現実世界の解釈は多様に
存在し得る。この複雑な世界に秩序を与えると
いう、生を方向づける最も根源的な機能を担う
ものをLuhmannは「意味 （semantics）」と名付
けた（廣松ら 1998：1708）。つまり、人間の共
同生活は意味によって世界を秩序化するシステ
ムの働きに基礎づけられており（廣松ら1998：
1708）、コミュニケーションが社会システムと
しての社会を自己生産（autopoiesis）している

（Luhmann=2014）といった考え方を用いる。
Luhmann（=2007）は、複雑性の縮減という、

環境内の出来ごとの大半をシステムに影響を与
える可能性の無いものとして排除することこそ、
システムが自ら許容する僅かなものとの関わり
で何かを開始するための条件となると論じた。

つまり、意味を与えることで自らに取り込めそ
うなものを取捨選択し、「一つのまとまり」とし
て自らの秩序を保とうとする。Giddens （=1993）
の説明では、専門職システムは、社会関係を前後
の脈絡の直接性から切り離していくゆえに、脱
埋め込みメカニズムだという。脱埋め込みメカ
ニズムとは、社会関係を相互行為の局所的な脈
絡から「引き離し」、時空間の無限の広がりの中
に再構築することをいう （Giddens=1993）。友
枝（2010）の解説では、前近代では共同体内に
秩序が埋め込まれていたので社会関係は共同体
慣行の一環としてローカルな脈絡と結び付けら
れてきたが、近代に入ると、共同体慣行やロー
カルな脈絡から切り離され、社会関係や社会制
度が立ち上がることを表現するための概念が脱
構築メカニズムである。

こうした専門職というシステム（意味）の構築
過程は、いくつかの理論的説明がなされている
が、ここではAndrew Abbottの論考を取り上げ
る。岡山（2012）によれば、Abbott（1988）は
管轄権（jurisdiction）という概念を示すことで、
ある分野での専門職の誕生を関連する領域にお
いて社会内で排他的な管轄権を獲得することに
位置付けた。管轄権とは、自らの職務に対する
排他的な主張をいい、ある専門職の管轄権は他
のものを阻害しようとする働きを持つ（Abbott 
1988）。制度化の局面における国家資格化のよ
うに、管轄権の設定に国家が関与する場合は少
なくないが（岡山 2012）、専門職は国家的組織
による制限なく、教育機関や学術雑誌、倫理綱
領を任意で創ることができる（Abbott 1988）。
しかし、空きがあるか勝ち獲る以外、管轄権を
占有することはできない（Abbott 1988）。そし
て、外部（環境）からの効力は、管轄権によっ
て新しい職務領域を開放し、古い管轄権を壊す
ため、システムを混乱させる（Abbott 1988）。
ただし、専門職システム内部の資源は、包括的
な管轄権を創出したり、破壊したりすることは
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なく、現にある管轄権を強める、あるいは弱め
ることにより、似たような結果を生むことなら
可能である（Abbott 1988）。

ある専門職の存在価値は、彼らの代え難さの
主張の中にあらわれる。他と比べて「自分たち
でなければだめなのだ」という意味を勝ち獲ら
なければならない。したがって、あるものによ
る動きは不可避的に他に影響を及ぼし、ゆえに
管轄権は排他的であり、専門職は相互依存的シ
ステムである（Abbott 1988）。伊勢田（2014）
は、専門職の定義としてよく引かれる抽象的な
知識や専門職倫理は自然に出てくるのではなく、
管轄権の取り合いを有利に進めるためにそれぞ
れの専門職が戦略的に獲得していくと指摘した。
Abbott （1988）はこのモデルを採用することで、
資格や、教育機関、学術雑誌、組織といった職
業的制御の特定の構造に当てられた焦点を避け、
専門職間の葛藤を包含することで、どのように
専門職が自身の職務を創造し、また創造されて
いるのかを示しそうとした。

2．専門職システムの弊害
そして、Abbott（1988）は、専門職と管轄権

の結びつきは、社会的、及び文化的支配を具現
化すると指摘した。文化的支配は専門職の職務
領域の中で生じ、基本的価値に由来する秩序立
った知識（専門知）により正当化され、社会的
支配は公衆や法律、職場領域内で示される積極
的な主張の中にあらわれる（Abbott 1988）。専
門職システムは、排他的である。それはシステ
ムが生き残るために行う、複雑性の縮減の結果
でもある。

専門職は通常、抽象化されたknowledge claim
（知識に関する主張；「私は～を知っている」）に
より、自らの職務領域における権限を主張する

（Ritzer 2005：603）。他の専門職集団からの干渉
を回避し、他職種に取って代わられることを防ぐ
ためである。そして、抽象的で深遠な専門知と

その独占（あるいはそれに近い状態）の組み合
わせは、専門職を職務上の課題全般に渡って相
当に自律させる（Ritzer 2005：603）。Freidson

（=1992：124）は自律性を「独立しており、自
由で、他からの指示を受けない、という特質な
いし状態」と説明し、専門職の場合はとりわけ
仕事の内容と条件に対する統御権を示すと述べ
た。その上で、Freidson （=1992）は、専門職支
配（professional dominance）という概念を示し
た。理想的とされる専門職は、特定の領域の制
御とknowledge claimsの難解な性質によりクラ
イエントを専門職との関係の中で受動的に位置
づける（Ritzer 2005：603）。これを、Freidson 

（=1992：205）は「患者の考えは管理者や専門
家の観点とは別個に表現を与えられ、強調され
なければならない」と述べ、抑圧的な専門職を
批判した。Illich et al. （=1984） も、20 世紀中
葉を「人々の能力を奪う専門家の時代 （The age 
of Disabling Professions）」と名付け、同様の批
判を展開した。

また、分業が高度化し、専門化が極度に進行す
るとその結果として専門閉塞と呼ばれる社会病
理現象が起こり易いといわれる（森岡ら1993：
902）。一人の個人の中で高度に特殊化すること
が視野の偏狭をもたらす可能性があり、専門職
がさらに下位の特殊性へと細分化していく時、
初めにあった経験と理解の全体性はばらばらに
なり得る（Shön=2001）。しかし、「何でも屋」
が「何も出来ない人」に終わることを経験的に
知るからこそ、専門職は局部的・断片的な専門
領域に閉じこもり、全体を見回す、あるいは自
分の専門以外の領域に関心を持つことを怠る傾
向がある（森岡ら 1993：902）。

Abbott （1988） が指摘した管轄権や、Fre-
idson （=1992） のいう自律性がもつ排他的傾向
は、専門職システムを閉鎖させ得る。専門職が有
する性質の中核には、特定の学問領域を修めた
と認定された人だけがその領域の研究・教育・
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実践を行い、そこから報酬を得るという、閉鎖
的な仕組みが内在化されている （中川 2012）。そ
して、完全な閉鎖はシステムの利用できないエ
ネルギーを増大させるため、無秩序の状態に陥
り易い （市橋 1978）。その結果が、専門職支配
であり、専門閉塞という形として現れると考え
られる。

Ⅳ．専門職にとっての連携の意義と課題

1．連携するということ
専門職に対する批判は社会福祉領域において

も例外ではなく、1960～1970年代には「反専門
職主義」が台頭し、ソーシャルワーカーはクラ
イエントを制御するものであり、社会福祉学は
そうしたシステムを維持させる装置であると糾
弾された （三島 2007）。では、専門職であるこ
とを放棄すれば、クライエントの自由を保障で
きるのだろうか。

そもそも、システムは複雑性の縮減過程にお
いて排他的傾向をもつ。「反専門職」がシステ
ム化されれば、「反専門職」システムもまた力

（power）を持ち、別の抑圧が起こり得る。たと
えば、「自助」や「自立」だけが意味をもつ世界
では、ニートと呼ばれる若者の生きづらさは彼
ら・彼女らの個人の努力の問題に還元され、社
会の脆弱性を負うことを一方的に強いられるか
もしれない。「自助」や「自立」は、それ単独で

「人権」、「人間の尊厳」と等しい価値を持つわけ
ではない。「頼ることができる」という人間のか
けがえのない能力を認め、「自分でできること」
と「他者に頼ること」を選べるからこそ、「自
助」にも「自立」にも人々の自由を担保し得る
だけの価値がもたらされる。ある特定のシステ
ム（意味）は、それ以外のシステム（意味）に
よって、力の暴走が抑えられ、かえってその存
在価値を高めることが可能になるのである。

三島（2007）は、セルフケアマネジメントで
さえ、クライエントは管理する主体となり得て

も、管理される客体であることを免れないと指
摘した。私たちが抗わなければならないのは、
システム（意味）自体ではない。そうではなく、
専門職システムが他のシステムの価値を退ける
中で獲得した、他の可能性を認めない絶対性に
抵抗する必要がある。自由であるためには、選
択肢（可能性）が相応に用意されていなければ
ならない。そのため、「医師の言うことが絶対」、

「クライエントは分かっていない」といった、多
様な可能性を認めない偏狭さに、専門職は抵抗
し続けなければならない。本来、代え難さは孤
立した中で見出されるものではない。「他では代
わることができない」から代え難いのであり、

「他（環境）」が存在しない中では代替可能性が
議論される余地もない。Abbott （1988）のいう
ように、相互依存的なのである。つまり、代え
難さは環境との関係の中にあらわれるのであり、
閉鎖的傾向を強めるほどに専門職の存在価値は
むしろ失われる。ゆえに、批判を招き、反専門
職主義の台頭に至ったと考えられる。

三上（2013）は、高度に分化したシステムは、
「閉じ」と「開け」によって成立し、一方ではそ
の閉鎖性を再生産することにより自己の内的複
雑性を高め、同時に、外界へのより大きな適応力
と処理能力＝開放性を獲得してゆくと指摘した。
この指摘を現実に照らし合わせるためにDonald 
A. Shön の省察的実践（reflective practice）に
関する論考を参照する。Shön （=2007）は、専
門職の活動を科学的な理論と技術を厳密に適用
する道具的な問題解決にあるとする立場を「技
術的合理性モデル（technical rationality）」と
呼称し、特に目的が交錯し葛藤している場合に
はこのモデルには限界があると指摘した。専門
知は特定の条件下においてその効力を発揮でき
るのであり、条件設定自体を扱うことはできな
い。Shön （=2001）は目的の葛藤は、応用研究
から生まれた技術の使用による解決は望めず、
私たちが達成すべき目的と、その目的達成が可
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能な手段の両方を構造化し、明らかにすること
は、問題状況に枠組みを与えるという、技術で
はない過程を通じてなされると述べた。同様に、
解決が複数あり、専門家の実践パラダイムが葛
藤する時も、技術の利用にとって明確な文脈は
ない（Shön=2001）。

Shön （=2001）は、対人援助には収束的な
（convergent）科学と拡散的な（divergent）実
践の双方が必要であると論じた （Shön=2001）。
Shön （=2007）のいう拡散的な実践とは、現実に
照らして最適化を図る複雑性の縮減の連続であ
り、自己内部および環境とのコミュニケーショ
ンの繰り返しである。それは、自身の内なる問
いかけと応答の繰り返し（「閉じ」）になるだろ
うが、加えて、環境への「開け」でもある。そ
して、連携は、環境に対して開かざるを得ない
条件を専門職に課す。なぜなら、連携とは「同
じ目的を持つものが互いに連絡をとり、協力し
合って物事を行うこと」（広辞苑第六版）であり、
自分以外の人間が存在し、その存在との対話が
前提となるからである。本稿の冒頭で掲げた定
義に準じて記述するならば、「何らかの困難な状
況を抱える人（たち）を援助するため」、「共に
活動する」ことは、閉鎖性を有する「対人援助
において一定の責任を負う複数の機関・職種」
にこそ有意義といえる。専門職間連携は、必要
に迫られたために強調された面は否めない。し
かし、これまでの専門職に関する議論を振り返
ると、専門職にとって連携は、自らの閉鎖性を
打破する手段としての可能性をもつと考えられ
る。

2．専門職間連携の課題
ただし、本研究の定義では、専門職間連携も

また「システム」であり、複雑性の縮減という
作用を伴うことになる。つまり、専門職間連携
自体が排他的メカニズムを有し、閉鎖に傾く可
能性を有している。その具体例が、集団思考

（groupthink）である。集団思考とは、集団によ
る問題解決場面でメンバーが集団の維持（集団
の一体感や心地よい雰囲気の維持など）にエネ
ルギーを注ぐあまり、問題解決というパフォー
マンスに十分な注意が向けられず、結果として
成果の質が低下する現象のことをいう（白樫ら 
2003）。山中（2003）は、連携は援助者間の相互
作用性を増加させる一方、相互作用が同調圧力
という影響力を持つと、クライエントのために
行う問題解決の回避や抑制が起こり得ると指摘
している。社会心理学の実験では、共有されて
いない知識、つまり反論や反証については議論
はあまりせず、むしろ共有知識に時間を費やす
傾向が見出されている（田中ら 2003）。その結
果、援助は画一化され、クライエントの選択肢
は制限されることになる。

一般に、集団メンバーは異なる知識や見方を
持つがゆえに、集団決定のほうが個人判断より
も賢い判断をなし得ると考えられているが、集
団メンバーが有する知識の多様性は、あまり利
用されることなく終わる可能性もある（田中ら 
2003）。連携する人々の知識の多様性が利用され
ることなく終わる理由は、多様性自体の扱いに
くさに由来するといってよい。ケースワークの母
Richmond （＝2007）は、多様性について「われ
われの常識と対立し、よりいっそうケースワー
クへの敬意を集め、多くの詳細にわたる計画に
おける統一要素であり、習得のために少なから
ぬ能力を要求する」と形容した。再びLuhmann 

（=1990；2007）の言葉を借りるならば、私たち
に扱える可能性の多様度（＝複雑性）には限界
がある。多様性という複雑なものを扱うのは、
相応に難しいのである。

数土（2001）は、他者との対話を相互理解に
おける必要条件とする一方、誠実かつ真摯に討
議しさえすれば必ず他者と理解しあえるという
思考は、他者の他者性を無視した思考であり、
さらに言えばそれは単なる理性信仰に過ぎない
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と指摘した。理解という、意味付けによる自身
への取り込みができない可能性がある他者とは、
世界の複雑性の一つの象徴でもある。この他者
という複雑なるものを、侵略することなく、「援
助」という目的の共有をはかる。連携は、分離
していることを意識しながら、結合するという、
一見、矛盾する命題を抱えることになる。ただ
し、三上（2015）は、結合は分離によってしか
生まれないと主張する。Durkheim （=1989）も
同じ主張を行った。結合は、無自覚的なつなが
りを破る「分離」が意識されてはじめて求めら
れるのであり、分離のあり方によって、結合の
コミュニケーションは異なった形をとる（三上 
2015）。三上（2015）は、結合と「慣れ親しみ」
を区別し、慣れ親しみは所与の同質性の中に漂
っている状態に過ぎず、それに対して結合は自
覚的に選びとられたものと位置付けている。

専門職間連携は、援助するためのシステムで
ある。そして、システムの宿命である複雑性の
縮減を、安易に同調や排除という手段に頼らな
いことも求められる。専門職同士が「仲良し」
になるためではなく、クライエントの利益の拡
大を視野に入れるからこそ、考えや方法論の違
いは尊重される必要がある。専門職間連携にお
ける多様性尊重（respect of diversity）とは、
クライエントを尊ぶ姿勢がもたらす、専門職間
の差異の調和により実現する。分離を意識する
中での結合、そしてクライエントと専門職とい
う二重の視座は、自覚的に選び取らなければ手
に入らないと考えられる。

Ⅴ．専門職間連携研究の展望

専門職間連携は、親密さや相性の良さといっ
た、個人の好みなどにより共に活動する相手を
選べない特徴がある。これは、職務という枠組
みがあるためであり、自分とは異なる、相容れ
ない相手とも共に働く場合もある。だからこそ、
他者の異質性との付き合い方という、貴重な検

討材料を提供し得る。専門職間にこそ見出すこ
とのできる豊かさがあるかもしれないという点
において、専門職間連携は興味深い研究対象と
考えられる。一方、専門職にとって開放性を担
保する役割も期待される専門職間連携だが、そ
の開放性は自覚的な働きかけ無くしてその機能
化は難しいと考えられる。本研究では以上のよ
うな観点から、専門職間連携研究に関する今後
の展望を結論として示したい。

まず、研究遂行上も、専門職間連携というシス
テム（意味）に絶対性を付与しない取り組みが
求められる。制度・施策上においても、実践上
においても、専門職間連携は「絶対」ではない。
そして、このシステムを構築することが専門職
にとって目的にはなり得ない。専門職間連携は、

「何らかの困難な状況を抱える人（たち）を援助
するため」という目的のために必要な、あくま
でも手段である。目的と手段のすり替えを防ぐ
意味でも、専門職間連携の当為や理想像ばかり
を強調するのではなく、必要性から強調されて
きたシステムの危うさも含めて「存在（Sein）」
から論じることも必要となる。

その上で、専門職間連携というシステムの構
築に貢献するコミュニケーションの実際に焦点
を当てざるを得ないと考えられる。ここでいう
コミュニケーションとは、相互作用そのものを
指す。コミュニケーションという表現が様々に
使用されることからも分かる通り、この課題設
定は多くの切り口を提供することになるだろう。
たとえば、連携に関しては制度化がすでに着手
されているが、制度を作ればそれで十分とは考
えられない。制度と実践の相互補完性をどのよ
うに担保するかといった視点から論じられるコ
ミュニケーションもあれば、カンファレンスに
参加する専門職の関わり合いといったコミュニ
ケーションもある。コミュニケーションがシス
テムを作るのだとしたら、専門職間連携研究の
視界にも入り込むことになるだろう。
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そして、コミュニケーションに関わる課題とし
て、本研究では多様性の扱い方を提示した。本
研究では、クライエントにとっての選択肢の多
様性、それを担保する意味での専門職の多様性、
といった二重構造として示した。ただ、クライ
エントの存在を専門職間連携「内」に位置付け
る立場もある。専門職間連携内に位置付ける場
合には、クライエントと専門職のパートナーシ
ップや対等な関係性を強調する意図からである
ことが多い。この場合、クライエントも専門職
も「皆が違う」という視点から、多様性は論じ
られることになる。しかし、すべてを相対化し
得る世界で、専門職にとってクライエントの特
別さだけは「絶対」といえるだけの確からしさ
をもつ。クライエントの存在なくして援助とい
う行為は成立せず、その尊さが専門職を自らの
職務に向かわせている。このクライエントの絶
対性を保持する上で、専門職とクライエントを
並列化することが果たして妥当なのか、議論の
余地があると考えた。そのため、本研究ではあ
えて多様性の取り扱いを二重構造として示す方
法を選択した。分離あっての結合、という考え
方も、パートナーシップや対等性を論じる上で
必ずしも内部への取り込みが必要ではないこと
を示すためである。こうした論じ方の違いが、
連携研究における理論的成果に及ぼす影響も興
味深いといえるだろう。
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